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第一部　港湾関係事業

●耐震岸壁緊急整備プログラムの実施
全国各地で大規模地震の発生が切迫するなか、平成18年3月に「耐震強化岸壁緊急整備プログラム」

を策定。①耐震強化岸壁が整備されていない県、②耐震強化岸壁が未整備である港湾での整備などに優先
順位を与えつつ速やかな耐震強化岸壁の整備を実施する。

●首都圏への甚大な被害への対応
大規模地震発災後の首都圏一円の緊急物資

輸送のコントロール機能を担う基幹的広域防災
拠点の整備を川崎港東扇島地区において推進
する。（川崎港東扇島地区基幹的広域防災拠点）
また、当地区に発災直後に防災拠点として

所期の機能を早期に発揮することを目的に応
急措置用資材スペース、緊急物資の輸送中継
業務を支援する施設（港湾広域防災拠点支援
施設）を整備する。併せて、発災時の関係機
関との連携による運用体制を構築する。

〔その他施設費・行政経費〕

3 安全・安心の確保『安全』
① 大規模地震・津波等への対応力強化

イ）大規模地震対策の推進
人口や産業が集中する臨海部において、大規模地震発生時における避難者や緊急物資等の輸送を確保す

るため、耐震強化岸壁を整備するとともに、緊急輸送ルートに接続する臨港道路の耐震補強、オープンス
ペースの確保等、臨海部防災拠点機能を強化する。

指標：港湾による緊急物資供給可能人口【約1,900万人（H14）→約2,040万人（H17）→約2,600万人（H19）】

応急復旧により利用可能 
な程度まで変位を許容 
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耐震強化岸壁（標準） 
　震度6弱～6程度の地震※時では
被災直後から利用可能。 

　震度6強～7程度の想定最大地震※に 
対しては被災より約1週間後からの緊 
急物資の輸送を担う。 
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震度5程度までの地震では利用可能。 

震度6強～7程度の地震では利用できない。 

耐震強化岸壁（特定） 

※首都圏の事例 
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【耐震強化岸壁の区分イメージ】

【川崎港東扇島地区基幹的広域防災拠点のイメージ】

『耐震強化岸壁緊急整備プログラム』のポイント
◆平成18年度から22年度の5年間で耐震強化岸壁の整備率を概ね70％へ向上（現況5割程度）
◆臨海都道府県の全てで耐震強化岸壁を整備
◆耐震強化岸壁を性能から2種類（特定、標準）に区分するとともに、既存岸壁の改良を組み合わせ、従来型の新規整
備に比べ、3割程度残事業費を削減

○事業費126億円（対前年度比1.02）、国費69億円（対前年度比1.03）
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Ⅱ．重点事項

ロ）港湾・沿岸域における総合的な津波対策の強化
人口や産業が集積する港湾地区において、非常時の物流機能を確保し、背後地域の安全と安心を保持す

るために、津波対策を強力に推進する。
・津波被害軽減に資する防波堤の整備（嵩上げ、延伸等）
・津波の挙動や浸水域を示すマップの作成支援、避難緑地、避難路の整備
・流出防止対策、水域・陸域にわたる放置等禁止区域の指定
・GPS波浪計を活用した沖合波浪観測網による波浪情報の分析・提供

ハ）港湾におけるBCP策定に向けた取り組み

災害発生時に港湾機能の継続性を確保するためには、港湾施設（航路、岸壁等）だけでなく、施設の運

営管理に必要となる多数の関係者の連携が不可欠であることから、関係者間で連携し、港湾における事業

継続計画（BCP※）の策定に向けて検討を行う。

このうち、川崎港東扇島地区基幹的広域防災拠点については、平成19年度中の供用開始までに、BCP

を策定する。〔行政経費〕
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【港湾・沿岸域における総合的な津波対策のイメージ】

【BCPの策定を推進】

港は様々な組織のネット 
ワークによって物流業務 
がなりたっている。 

個々の組織のダメージや 
ネットワークの途絶によ 
って港は機能しなくなる。 

・物流機能の維持による経済活動の早期回復 
・海上からの緊急物資輸送等の確保による被 
　災者支援 

※BCP（事業継続計画：Business Continuity Plan） 
とは、不測の事態（危機、災害）など被害を受け
ても業務が中断せず、また、中断した場合も可能
な限り短い期間で回復するため、前もって、災害
発生時の対応方法や組織を定めたもの。 

　　具体的には、被害想定を行い、不測の事態が発
生した場合においても継続することが必要な業務
を選定し、業務を継続するための人的・物的資源
の割当て、権限の明確化などを行う。 
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第一部　港湾関係事業

② 港湾・海域における保安対策の強化

イ）物流の効率性と保安性の両立を図る出入管理の高度化（再掲）（12頁参照）
コンテナターミナルに出入りする車輌の集中によるゲート前及び周辺道路の混雑等に対応し、迅速性・

利便性・保安性の向上を図るための、出入管理システムの構築を行う。

ロ）保安規程策定のための保安措置見直しの検討
埠頭保安管理者が的確な保安規程を策定できるよう、保安設備の技術開発の進展を反映させるなど、具

体的な保安措置の見直しのための調査・検討を実施する。〔行政経費〕

ハ）国内旅客船及びフェリーターミナルにおける保安対策の強化
平成18年8月の英国での航空機爆破テロ未遂事件等を踏まえて、人命に直接多大な影響を及ぼすおそ

れがある国内旅客船及びフェリーターミナルにおける保安対策を強化するため、監視カメラを用いた保安
対策の実施を支援する。〔その他施設費〕 （大阪港等）

③ 技術基準への適合性確認制度の確実な実施

平成19年度から港湾の施設の技術上の基準（技術基準）が性能規定化され、設計者の判断により新た
な設計方法の採用等が可能となることから、設計方法の妥当性の適切な評価により港湾施設の安全性を確
保するため、技術基準への適合性を確認する制度を導入する。
・国土交通大臣又は国土交通大臣の登録を受けた者（登録確認機関）による技術基準への適合性の確認の実施
・登録確認機関の確認業務実施状況等について、報告、検査等を適切に実施し、適合性確認制度を適切かつ確実に運用

ニ）国際的なセキュリティ水準向上のための国際協力の推進
東南アジア諸国の港湾セキュリティに係わる人材育成を効率的・効果的に支援するため、支援国相互あ

るいは被支援国間の課題や知見（ベスト・プラクティス）等情報の共有を進めるとともに港湾保安対策マ
ニュアルの策定や港湾保安情報伝達訓練を実施する。

PASSENGER SHIP

監視カメラ

照明

監視室（モニター、記録装置等）

【保安施設（監視室等）のイメージ】

【技術基準への適合性確認制度】

大阪港

・公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められる施設 
　　かつ 
・国土交通大臣が定めた設計方法以外の方法 

国または、登録確認機関による技術基準との適合性の確認 左記の適合性確認は不要 

左記以外の施設 

港湾管理者は又は都道府県知事による審査 

建設又は改良 
※実施主体が民間事業者、 
　地方公共団体の場合のスキーム 




